
相談者 

人権相談員・カウンセリングセンター・教員・職員・友人等 

学生サービス部長 ……  相談を受けた場合は、学生サービス部長に繋ぎ、面談等 

  により要望をヒアリング。氏名変更などの手続き必要な 

  重要項目、必要書類などを伝える。本人の申請を幹部会 

  に提出。 

 
大学幹部会 ……  要望を踏まえ、大学として可能な対応を決定。 

関係部署・関係者に通知 ……  通知の範囲については相談者 

  の要望に基づき行う。 
学生サービス部長 

相談者 ……学生サービス部長より、大学としての対応を通知。必要 

   に応じて関係部署、関係者と打ち合わせを行う。 

性別違和の方からの相談・対応の基本的な流れ 

対応の実施 

メールで相談の予約を行う 

d-sad@icu.ac.jp 



 

 

 
1. 相談内容は、相談者の承諾を得た後に学生サービス部長に集約されます。 

2. 学生サービス部長が相談者と面談を行い、要望を確認するとともに、必要書類、重要事項の説明を行います。 

3. 学生サービス部長は、要望を踏まえ、申請書類一式を幹部会に提出し、対応を要請します。 

4. 幹部会は各要望について対応の可否を検討して、大学としての対応を決定します。 

5. 学生サービス部長は幹部会での決定を相談者に伝え、必要に応じて関係部署や関係者と実施に  

 向けた打ち合わせを行います。 

（6. 実際に対応を行った後に問題が生じた場合は、状況に応じて対応策を検討します。） 

 
【必要条件】 
診断書と「学籍簿記載の氏名変更等申請書」の重要事項内容確認および提出。 
 
【重要事項の確認】 
「変更に伴い発生が予想される以下の問題点については、私個人の責任において一切を処理することとします。」 
  
在学中及び卒業後に大学が発行する各種証明書等は変更後の氏名、性別に基づくため、将来、就職、留学等によっ
て必要となる戸籍謄（抄）本、住民票、パスポート等の記載内容との不一致が発生する可能性があります。こうし
た場合、大学が発行した各種証明書等の記載人物と同一人であることの証明を要求される可能性があります。 
 
                                               以 上 
 

 


